
警 察 署 協 議 会 会 議 録

名 称 大 阪 府 天 王 寺 警 察 署 協 議 会

開催日時 令和５年３月６日（月）午後２時００分から

午後２時３５分までの間

開催場所 大阪府天王寺警察署 講堂

一本松会長 上戸委員 平岡委員 磯田委員

出 委 員

桑原委員 田中委員 東浦委員

席

署長 副署長 総務課長 留置管理課長 会計課長 生活安全課長

者 警 察

地域課長 刑事課長 交通課長 警備課長 広聴相談係長

１ 会長あいさつ

天王寺署では、今年の１月に、区内で発生した屋内強盗事件を、発生

した直後に１名を検挙し、その後、実行犯や指示役を次々に検挙して、

解決したと聞いております。

強盗事件は全国的に発生を見ており、この事件の解決は、区民が本当

に不安を感じる事象に対して署員の皆様が真摯に取り組んだ成果であ

り、天王寺区民のひとりとして、非常に頼もしい次第です。

協議会といたしましても、今後とも、警察と地域住民の懸け橋となり

支援して参りたいと思います。

議 事 概 要 ２ 署長あいさつ

当署管内の昨年の刑法犯認知件数は、前半までは減少傾向にありまし

たが、新型コロナ対策の制限が緩和された以降は増加に転じ、最終的に、

前年を上回る結果となりました。

また、交通事故につきましても件数は増加し、死亡事故も、前年はゼ

ロであったものが、昨年は高齢者の死亡事故が発生しております。

今年１月に発生した屋内強盗事件では、被疑者を検挙し、捜査を終結

しましたが、今後も、区民の皆様が不安に感じる犯罪の抑止や取締りに、

特に力を注いで参りたいと考えております。

協議会の皆様方におかれましては、様々な視点から忌憚のない意見を

述べていただき、当署の警察活動に反映させて参りたいと考えておりま

す。
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３ 業務報告等（各課長説明）

(1) 刑事課

刑法犯の発生の傾向、事件の検挙解決について

(2) 生活安全課

犯罪発生状況、犯罪抑止対策について

(3) 交通課

交通事故発生状況について

４ 議事

(1) 生玉のホテル街の駐車車両について

【委員】

生玉のホテル街は、特に夜になると、風俗店従業員の送迎の待機と

思われる、違法駐車が多数連なります。

治安にも良くないと思われますので、パトロールの回数を重点的に

増やしていただき、子供たちも安心できるような街になりますよう、

御協力お願いいたします。

【警察】

昨年の協議会でも委員から同様の御意見をいただき、パトロールを

議 事 概 要 実施しているところでありますが、今回も重ねて御意見をいただいて

いますので、生玉のホテル街は夜間帯に重点を置いたパトロール要望

のある場所として、今一度、地域課内で共通認識を図り、パトカーの

赤色灯を点灯させながらのレッド警戒や停車させての警戒等を継続的

に実施して参ります。

【委員】

生玉や茶臼山のホテル街は、違法駐車だけでなく、違法薬物事犯等

が発生していると聞いております。

これらの地区に防犯カメラを設置していただけないでしょうか。

【警察】

貴重な御意見として、今後の警察活動に活かして参ります。

(2) 子育て世代の母親等への自転車の安全運転への啓発について

【委員】

子育て世代のお母さん達に自転車の乗り方を指導して欲しい。

天王寺区内に保育所が増え、電動自転車での送迎が目立つようにな

りました。

「前抱っこ」したままの保護者や、交差点で一時停止をしないで、

猛スピードで走る姿を見かけます。

子供の検診時や入園時等の機会に、何か啓発してもらえないでしょ

うか。

【警察】

自転車の交通マナーは天王寺区内に限らず、全国的にも問題視され
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ています。

天王寺警察におきましても自転車の交通指導取締りを強化し・自転

車による交通事故を少しでも減少させるよう努めているところです。

委員お示しの子育て世代の自転車の乗車方法につきましては、大阪

府警本部や天王寺区役所等とも連携しながら、交通安全教育を実施し

ておりますが、御提案の、「検診時」や「入園時」に１回でも多くの

交通安全講習等ができますように、今後、配意して参りたいと思いま

す。

(3) 自転車乗車時のヘルメット着用の義務化について

【委員】

今年４月から施行される、自転車乗車時のヘルメットの着用義務に

議 事 概 要 ついて、御教示ください。

【警察】

昨年４月２７日の道路交通法改正により、全ての世代について自転

車ヘルメット着用が努力義務と規定され、これまで着用促進に向けた

広報啓発活動を推進して参りましたが、令和５年４月１日に改正道路

交通法が施行されることとなりました。

なお、自転車ヘルメットについては、現在のところ、罰則規定等は

設けられておりませんが、自分の身を守るための努力義務として規定

されていますので、よろしくお願いいたします。

５ その他

【委員】

前回の協議会で、「高津交差点に至る下り坂の細街路で、スピード

を落とさない車両がいるので対策をお願いしたい。」と要望しました

ところ、すぐに、警察から、近くの幼稚園の保護者宛に、注意喚起の

通知をしていただきました。

迅速に対応していただき、お礼を申し上げます。


